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計議第３５０号議案 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の変更 
（京都市決定）          

          （２号京都市東部クリーンセンター） 
 
計議第３５１号議案 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

下水道の変更（京都市決定）          
          （鳥羽水環境保全センター及び石田水環境保全セ

ンター） 
           



理由説明書 

 
 
 京都市東部クリーンセンターは、人口増加の著しい市内東部地域のごみ処理

を担うために昭和５１年１１月に都市計画決定され、昭和５５年９月から約 
３０年間稼働し、施設は老朽化して耐用年数を迎えている。 
本市のごみ量については、平成１２年度に８２万トンのピークを迎えた後、

「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づき、ごみの減量・

再資源化に取り組んできた結果、平成２４年度には４８万トンまで減少した。 
このような状況を踏まえ、本クリーンセンターの今後の運営について検討し

た結果、これまで本クリーンセンターで処理してきたごみは、他のクリーンセ

ンターにおいて適正に処理することが可能であると判断し、平成２５年３月に

本クリーンセンターの稼働を休止した。その後、これまでごみ量は増加するこ

となく減少し続け、令和４年度には３８万トンまで減少していることに加えて、

本市では引き続きごみの減量・再資源化の取組を継続し、更なる減量を推進す

る方針である。 
 以上の理由により、ごみ処理場としての役割を担う必要性がなくなったため、

本クリーンセンターの都市計画を廃止するものである。 
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［新旧対照表］ 
 
［新］ 

名称 

位置 面積（約） 
備考 

処理能力 
番

号 
処理場名 

１ 
京都市南部 

クリーンセンター 

京都市伏見区 

横大路八反田 
16.3ha 

焼却能力 900t/d 

破砕能力 500t/d 

再資源化能力 40t/d 

３ 
京都市北部 

クリーンセンター 

京都市右京区 

梅ケ畑高鼻町 
9.5ha 

焼却能力 400t/d 

再資源化能力 40t/d 

４ 
京都市西部 

クリーンセンター 

京都市西京区 

大枝沓掛町 
8.7ha 焼却能力 600t/d 

５ 

京都市 

東北部 

クリーンセンター 

京都市左京区 

静市市原町 
27.2ha 

焼却能力 700t/d 

破砕能力 80t/d 

６ 
京都市 

焼却灰溶融施設 

京都市伏見区 

醍醐陀羅谷 
8.1ha 処理能力 330t/d 

 
［旧］ 

名称 

位置 面積（約） 
備考 

処理能力 
番

号 
処理場名 

１ 
京都市南部 

クリーンセンター 

京都市伏見区 

横大路八反田 
16.3ha 

焼却能力 900t/d 

破砕能力 500t/d 

再資源化能力 40t/d 

２ 
京都市東部 

クリーンセンター 

京都市伏見区 

石田西ノ坪 

石田森西 

3.4ha 
焼却能力 600t/d 

破砕能力 220t/d 

３ 
京都市北部 

クリーンセンター 

京都市右京区 

梅ケ畑高鼻町 
9.5ha 

焼却能力 400t/d 

再資源化能力 40t/d 

４ 
京都市西部 

クリーンセンター 

京都市西京区 

大枝沓掛町 
8.7ha 焼却能力 600t/d 

５ 

京都市 

東北部 

クリーンセンター 

京都市左京区 

静市市原町 
27.2ha 

焼却能力 700t/d 

破砕能力 80t/d 

６ 
京都市 

焼却灰溶融施設 

京都市伏見区 

醍醐陀羅谷 
8.1ha 処理能力 330t/d 
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理由説明書 

 

 

（鳥羽水環境保全センター） 

上鳥羽南部地区土地区画整理事業の換地処分に伴い、令和４年８月に施行地

区内の「町名・町界・地番」の変更が行われたため、鳥羽水環境保全センター

の位置表記の変更を行うものである。 

 

（石田水環境保全センター） 

石田水環境保全センターは、公共下水道が未整備であった山科区・伏見区醍

醐地域の都市環境向上と河川汚濁防止を目的として、昭和５１年１１月に京都

市公共下水道に山科処理区を追加することに合わせて都市計画決定された。 

本センターは、隣接する京都市東部クリーンセンターとの間で、それぞれの

特徴を活かして、電力利用、余熱利用及び排水処理等の相互協力を行っていた。 

今回、都市計画変更の対象となる用地は、将来的に相互協力施設の更新が必

要となった際に活用する用地として見込んでいたが、この度、京都市東部クリ

ーンセンターが廃止されることに伴い、相互協力施設の更新が無くなることか

ら、当該用地は不要となる。 

以上の理由から、本センターの敷地面積について、都市計画を変更するもの

である。 

 

3



［新旧対照表］ 
 
［新］ 
 

内      訳 位           置 備         考 

鳥羽水環境保全センター 
南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木  
外９ヶ町 

敷地面積  約４６０，４６０㎡ 

石田水環境保全センター 
伏見区石田西ノ坪、 
伏見区石田森西 

敷地面積  約  ８６，６７０㎡ 

 
［旧］ 
 

内      訳 位           置 備         考 

鳥羽水環境保全センター 
南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木  
外１０ヶ町 

敷地面積  約４６０，４６０㎡ 

石田水環境保全センター 
伏見区石田西ノ坪、 
伏見区石田森西 

敷地面積  約  ８７，５９０㎡ 
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